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2020年６月５日

株 主 各 位
熊本県熊本市北区植木町一木111番地
平 田 機 工 株 式 会 社
代表取締役社長 平 田 雄 一 郎

第69回定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第69回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあ
げます。

敬　具
記

１．日 時 2020年６月25日（木曜日）午前10時
２．場 所 熊本県熊本市中央区水道町14－１

メルパルク熊本　３階
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
　 報 告 事 項 １．第69期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第69期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
計算書類報告の件

　 決 議 事 項
　　議　案 取締役５名選任の件

以　上
○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い

申しあげます。
○連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および当社定款

第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.hirata.co.jp/ir/library/index/category:shareholders）に掲載しておりますので本招
集ご通知の提供書面には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の提供書面は、会計監査人が
会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であり、監査役会およ
び監査役が監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。

○株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、上記の当社
ウェブサイトに掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主様には可能な限り、3頁記載の書面またはイン
ターネットによる議決権行使をいただき、本総会会場へのご来場は極力お控えいただきます
よう、お願い申しあげます。
新型コロナウイルス感染防止への対応につきましては、次頁をご確認くださいますようお願
いいたします。

今回の定時株主総会ではお土産の配付を中止させていただきます。
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＜第69回定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について＞
１．株主様へのお願い

・今回の株主総会におきましては、書面またはインターネットによる議決権行使をお願
い申しあげます。

・本総会会場へのご来場を検討されている株主様におかれましては、開催日時点での流
行状況やご自身の体調を確認の上、ご出席をお控えいただく等、感染防止へのご配慮
をお願いいたします。

２．ご来場いただく株主様へのお願い
・受付前に備付けのアルコール消毒液による手指の消毒をお願いいたします。
・ご来場の際は、マスクの着用をお願いいたします。（会場入口にマスクを準備してお

ります。）
・会場入口にて検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われ

る方に対しては入場をお断りさせていただく場合がございます。
・株主様のお席の間隔を確保するため、当社スタッフが案内するお席にご着席ください。

３．当社の対応
・役員および運営スタッフは、事前に健康状態を確認した上で参加し、必要に応じマス

クを着用させていただきます。
・消毒液やマスクの用意に加え、机や椅子の消毒等、感染防止対策を徹底いたします。
・本総会会場内のスペース、お座席は間隔を確保いたします。
・必要に応じ、報告事項や質疑応答を短縮して進行させていただく場合がございます。

４．その他
・本総会ではお土産の配付を中止させていただきます。

　本総会会場においては徹底した感染防止策を講じる所存ですが、感染リスクを完全に排
除することはできませんので、本総会当日までの流行状況や政府・自治体の要請をご勘案
の上、ご出席については慎重な判断をお願い申しあげます。
　また、本総会の運営に変更が生じた場合は、以下の当社ウェブサイトに掲載をいたしま
すので、ご出席の際はあらかじめご確認いただきますようお願いいたします。
https://www.hirata.co.jp/ir/library/index/category:shareholders
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議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してく
ださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席する方法

書面（郵送）で
議決権を行使する方法

インターネットで
議決権を行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、
同封の議決権行使書用紙を会場受付
へご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案の賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2020年６月25日（木曜日）
午前10時

2020年６月24日（水曜日）
午後６時到着分まで

2020年６月24日（水曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決
権行使としてお取扱いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後におこなわれた
ものを有効な議決権行使としてお取扱いたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法

「スマート行使」
議決権行使コード・パスワードを

入力する方法

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　午前9時～午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に
限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数で
すがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力し
てログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイ
トへ遷移出来ます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読取ってください。1

見本

見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック
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株主総会参考書類

議　案　　取締役５名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指

名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役５名の選任をお願いするものであ
ります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の

株　式　数

１

ひ ら

平
た

田
 

　
ゆ う

雄
い ち

一
ろ う

郎
（1961年８月23日）

再 任

1989年５月
2003年６月
2004年２月

2004年８月

2005年５月

2005年６月

2006年６月
2006年10月

2007年４月

2011年４月

当社入社
同取締役 第一事業部長
平田生産設備設計諮詢（上海）有限公司
取締役会長
HIRATA Corporation of America
取締役会長
タイヘイコンピュータ株式会社
（現株式会社トリニティ）取締役（現任）
当社取締役副社長 事業推進担当
兼 第一事業部担当
同取締役副社長 執行役員 事業本部長
平田机工自動化設備（上海）有限公司
取締役会長
当社取締役副社長 執行役員
海外事業本部長 兼 技術本部長
同代表取締役社長 執行役員（現任)

291,600株

(取締役候補者とした理由）
代表取締役社長として当社およびグループの経営を牽引し、事業の発展に大きく貢献してお
り、その豊富な経験と見識が当社経営に必要であると判断しております。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の

株　式　数

２

ほ ん

本
ご う

郷
 

　
ひ と

仁
き

基
（1953年11月27日）

再 任

1977年４月
2004年８月

2008年４月

2009年４月
2010年４月
2012年４月
2014年４月
2014年６月
2015年４月
2015年７月
2018年４月
2019年４月

当社入社
HIRATA Corporation of America
取締役社長
当社事業本部 自動車ビジネスユニット
第一営業部 部長
同事業本部 Ｌ&Ｍビジネスユニット長代行
同事業本部 関東事業部長
同執行役員 事業本部 関東事業部長
同執行役員 事業本部 営業部長
同取締役 執行役員 事業本部 営業部長
同取締役 執行役員 海外事業本部長
HIRATA Corporation of America取締役
当社取締役 執行役員 グローバル事業本部長
同取締役 専務執行役員
グローバル事業本部長（現任）

6,500株

(取締役候補者とした理由）
米国子会社の経営や事業部門の運営を通じて、海外顧客の開拓や多方面に亘る事業の発展、営
業活動の推進に大きく貢献しており、その豊富な経験と見識が当社経営に必要であると判断し
ております。

３

く ろ

黒
だ

田
 

　
け ん

健
じ

治
（1955年４月21日）

再 任

1974年３月
2006年４月
2006年８月
2007年４月
2009年12月
2012年４月
2013年４月
2014年６月

2018年４月
2019年４月

当社入社
同事業本部 営業統括部 業務室長
同事業本部 営業統括部長代行
同事業本部 事業推進部長
同購買部長
同執行役員 調達本部長
同執行役員 調達本部長 兼 品質管理担当
同取締役 執行役員 調達本部長
兼 品質管理担当
同取締役 執行役員 事業本部長（管理担当）
同取締役 専務執行役員 事業本部長（現任）

5,800株

(取締役候補者とした理由）
事業推進部門や調達部門の運営を通じて、営業・事業活動の推進および調達機能の強化に大き
く貢献しており、その豊富な経験と見識が当社経営に必要であると判断しております。
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社の

株　式　数

４

さ さ

雀
べ

部
 

　
ひ ろ

博
ゆ き

之
（1940年11月20日）

再 任
社 外
独 立 役 員

1974年４月

1982年４月

1991年10月

1999年４月

2002年４月
2011年４月
2014年６月
2019年５月

東京農工大学（現国立大学法人東京農工大学）
工学部 助教授
特殊法人理化学研究所（現国立研究開発法人
理化学研究所）生体高分子物理研究室
主任研究員
同国際フロンティア研究システムナノ有機
フォトニクス材料研究チーム チームリーダー
千歳科学技術大学（現公立大学法人公立千歳
科学技術大学）光科学部 教授
同学長
同名誉教授（現任）
当社社外取締役（現任）
株式会社KOALA Tech 社外監査役（現任）

０株

(社外取締役候補者とした理由）
これまで社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、長年に
亘り大学教授や学長を務め、幅広い学術的知見に加え経営についての高度な知見を有してお
り、社外取締役として独立した立場からの経営への監督と助言が、当社経営に必要であると判
断しております。
同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。

５

な る

鳴
さ わ

沢
 

　
たかし

隆
（1949年12月８日）

再 任
社 外
独 立 役 員

1994年６月
2000年６月
2002年４月
2007年４月
2008年４月
2009年３月

2011年６月
2012年７月

2016年６月

2016年６月
2018年６月

株式会社野村総合研究所 取締役
同常務取締役
同代表取締役 専務執行役員
同代表取締役 副社長
同代表取締役 副会長
東京コカ・コーラボトリング株式会社（現
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社）
社外取締役
日清オイリオグループ株式会社 社外取締役
スターツコーポレーション株式会社
専務執行役員
株式会社リコー 社外監査役
（2020年６月開催予定の同社定時株主総会
終結の時をもって任期満了により退任予定）
当社社外取締役（現任）
株式会社ロッテ 社外取締役（現任）

2,000株

(社外取締役候補者とした理由）
経営に対する高度な知見およびコンサルティング業務を通じた幅広い経験を有しており、社外
取締役として独立した立場からの経営への監督と助言が、当社経営に必要であると判断してお
ります。
同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
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（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．雀部博之氏および鳴沢隆氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．当社は、雀部博之氏および鳴沢隆氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に規定する最低責任限度額としております。
なお、両氏が再任された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

以　上
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提供書面

事　 業　 報　 告

（2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで）

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①事業の経過および成果
　当連結会計年度における当社グループを取り巻く経済情勢は、米国におきまし
ては、良好な雇用・所得環境を背景に個人消費は底堅く推移したものの、通商政
策を巡る不確実性の高まりから外需や設備投資が弱含み、景気は減速傾向となり
ました。欧州におきましては、自動車関連を中心に製造業の低迷が長期化する中、
企業の投資マインドが低下し、景気回復が鈍化しました。中国におきましては、
米中貿易摩擦の影響で設備投資が伸び悩み、個人消費も落ち込みました。また、
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、世界的に景気の下押しリスクが強
まりました。わが国の経済におきましては、企業収益や雇用・所得環境の改善を
背景に設備投資や個人消費は緩やかに回復しましたが、世界経済の減速などの影
響を受け輸出や生産が弱含んだことにより、総じて景気は横ばいで推移しました。
一方、米中貿易摩擦の長期化や英国のEU離脱問題などに加え、新型コロナウイル
スの世界的な感染拡大による経済活動への影響が懸念されており、景気の先行き
は不透明感を強めております。
　このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、成長市場・分野に
おける事業拡大に向けて、グループ各社と連携しながら積極的な営業活動を展開
し、内製化の拡大やグローバルな生産体制の整備など、コスト競争力の強化に全
力で取組んでまいりましたが、世界経済の減速を背景に主に海外顧客の設備投資
に対する抑制の動きが強まったことで、売上高は前期を下回る水準で推移しまし
た。この結果、当連結会計年度における売上高は656億12百万円（前期比15.1%
減）となり、営業利益は27億36百万円（前期比56.2%減）、経常利益は28億61
百万円（前期比54.6%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は17億44百万円
（前期比62.4%減）となりました。

－ 9 －



　事業部門別の営業概況は以下のとおりであります。
イ．自動車関連生産設備事業

　自動車関連生産設備事業におきましては、自動車の電動化に伴う電子部
品の需要拡大を背景に国内の自動車部品メーカー向け案件の売上高が堅
調に推移しましたが、北米や欧州の完成車メーカーで設備投資への慎重姿
勢が強まったことで、売上高は低調に推移しました。この結果、売上高は
232億25百万円（前期比29.1%減）となりました。

ロ．半導体関連生産設備事業
　半導体関連生産設備事業におきましては、中国を中心に液晶パネル関連
への設備投資が一巡した影響から液晶パネル関連生産設備の売上高が弱
含んだものの、第５世代移動通信システム（5G）の実用化に向けた需要
増などを背景にシリコンウェーハ搬送設備案件は堅調に推移しました。
また、有機エレクトロルミネッセンス（有機EL）関連の需要が中国や韓
国で回復したことで有機EL蒸着装置案件の売上高は前期を上回る水準で
推移しました。この結果、売上高は261億66百万円（前期比0.9%増）と
なりました。

ハ．家電関連およびその他生産設備事業
　家電関連およびその他生産設備事業におきましては、タイヤ関連生産設
備は堅調に推移したものの、白物家電関連の設備投資が一服したことで売
上高は低調に推移しました。この結果、売上高は132億40百万円（前期比
21.1%減）となりました。
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事 業 区 分 売 上 高 受 注 高

自 動 車 関 連 生 産 設 備 事 業 23,225,270千円 23,188,120千円

半 導 体 関 連 生 産 設 備 事 業 26,166,330 33,038,989
家 電 関 連 お よ び そ の 他
生 産 設 備 事 業 13,240,794 12,369,067

そ の 他 2,979,910 2,804,879
合 計 65,612,306 71,401,055

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は

25億80百万円で、その主なものは次のとおりであります。
イ．当連結会計年度中に完成、導入した主要設備

合志工場　　　合志工場建屋及び土地等の取得 ２億75百万円

ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設
熊本工場　　　新本社工場２期建設 18億25百万円

ハ．当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失
熊本工場　　　新本社工場建設に伴う不要
　　　　　　　設備等の廃棄

２億22百万円

③資金調達の状況
　該当事項はありません。

④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。
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⑥吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　該当事項はありません。

⑵　直前３事業年度の財産および損益の状況
企業集団の業績（連結）の推移

区 分 第 66 期
(2016年度)

第 67 期
(2017年度)

第 68 期
(2018年度)

第 69 期
(2019年度)

売 上 高 (百万円) 80,542 94,163 77,302 65,612
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 5,891 6,666 4,637 1,744
１株当たり当期純利益 (円) 624.39 640.73 440.89 168.15
総 資 産 (百万円) 88,246 95,330 90,573 85,409
純 資 産 (百万円) 27,571 46,582 46,610 46,993
１株当たり純資産額 (円) 2,886.08 4,318.40 4,443.53 4,477.11
潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益 (円) － 640.30 440.45 167.94

（注）１.売上高には、消費税等は含まれておりません。
２.第66期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
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⑶　重要な親会社および子会社の状況
①親会社の状況

該当事項はありません。
②重要な子会社の状況

会社名 資本金および
資本剰余金 議決権比率 主要な事業内容

タ イ ヘ イ テ ク ノ ス 株 式 会 社 62百万円 100.0％
電気部品の販売
自動省力機械の製造
不動産の販売・賃貸

株 式 会 社 ト リ ニ テ ィ 703百万円 65.9％
コンピュータシステムの販売
アウトソーシングサービス
の受託

ヒラタフィールドエンジニアリング株式会社 10百万円 100.0％ 当社製品のメンテナンス、
部品の販売

平田机工自動化設備(上海)有限公司
<中国> 10百万米ﾄﾞﾙ 100.0％ 自動省力機械の製造

当社製品の販売
平田机械設備 售(上海)有限公司
<中国> 675千米ﾄﾞﾙ 100.0％ 当社および他社製品の

調達・貿易業務

台湾平田機工股份有限公司<台湾> 41百万ﾆｭｰ
ﾀｲﾜﾝﾄﾞﾙ 100.0％ 自動省力機械の製造

当社製品の販売
HIRATA FA Engineering(S)Pte.
Ltd.<Singapore> 5,500千ｼﾝｶﾞ

ﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 100.0％ 当社製品の販売

HIRATA FA Engineering(M)Sdn.
Bhd.<Malaysia> 3,200千ﾘﾝｷﾞｯﾄ 100.0％

(100.0％) 自動省力機械の製造

HIRATA Engineering
(THAILAND)Co.,Ltd.<Thailand> 6百万ﾀｲ

ﾊﾞｰﾂ
49.0％
(49.0％)

自動省力機械の製造
当社製品の販売

HIRATA Corporation of America
<U.S.A> 1,620千米ﾄﾞﾙ 100.0％ 自動省力機械の製造

当社製品の販売
HIRATA Engineering S.A.de C.V.
<Mexico> 50千ﾒｷｼｺ

ﾍﾟｿ
100.0％
(100.0％)

当社製品の組立ておよび
関連サービス

HIRATA Engineering Europe
GmbH<Germany> 875千ﾕｰﾛ 100.0％ 自動省力機械の製造

当社製品の販売
（注）議決権比率の欄の（ ）内の数字は、間接所有割合であります。
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⑷　対処すべき課題
　当社グループが対処すべき経営課題は以下のとおりです。文中の将来に関す
る事項は、招集通知作成日現在において判断したものです。

　当社グループの事業が立脚する生産設備市場は、国内外の経済情勢や政策、法
規制の動向など外部環境の変化によって大きな影響を受ける傾向があります。
米中貿易協議の長期化、世界景気減速に加え、深刻な新型コロナウイルス流行に
よる世界経済の先行き不透明感からの、顧客工場の稼働停止・閉鎖、設備投資計
画の先送りなどは、当社グループの経営環境にも多大な影響を及ぼしておりま
す。
　2020年３月期においては、グローバルな設備投資が抑制される中、個別案件
の高採算性を確保した選択的な受注が厳しい状況から、中期経営計画で目標とす
る売上高・営業利益から著しい乖離が発生しております。2021年３月期におい
ては、コロナウイルスによる影響が依然収まらない厳しい状況下に対して、複数
の事業組織をビジネスユニットで束ねた新組織体制にて、より一層の経営資源の
有効活用を図りながら、中期経営計画の狙いである継続的な成長に向けて取組ん
でまいります。
　主力事業では、CASE（注）を意識したスピーディなグローバル対応、現地対
応に加え、既存顧客との関係維持・深耕、新規顧客獲得のための技術提案力、価
格競争力の向上などに、グループ一丸となって取組んでいきます。その一環とし
て、生産設備の電動化を推進する「エコ電動シリーズ」およびモーターの開発・
販売を進めております。一方で、既存事業の収益モデルの将来的な変化に備え、
新規事業の創出に向けた研究開発に取組んでいきます。

（注）CASE：自動車における技術・社会的な変化を示すキーワードで、Connected（つなが
る）、Autonomous（自動運転）、Shared（共有）、Electric（電動化）を意味する言
葉です。
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⑸　主要な事業内容（2020年３月31日現在）
　当社グループは、自動車関連生産設備事業、半導体関連生産設備事業、家電関
連およびその他生産設備事業を柱に、自動省力機器の製造ならびに販売を主たる
業務としており、その内容は以下のとおりであります。

事 業 区 分 事 業 内 容

自動車関連生産設備事業
自動車・同部品メーカー向けに、エンジン、トランスミッショ

ン、EV関連、その他車載用電子部品などの各種自動車部品の自動
組立ラインを中心とした生産システムの製造ならびに販売をおこ
なっております。

半導体関連生産設備事業

半導体製造工程のシリコンウェーハ搬送設備の製造ならびに販
売をおこなっております。

主な製品は、シリコンウェーハを各種処理装置に取り込むロー
ドポート、ウェーハ搬送ロボットおよびそれらを統合したEFEM
（Equipment Front End Module）などであります。

また、液晶パネルを中心としたFPD（Flat Panel Display）の
生産設備の製造ならびに販売をおこなっております。

さらには、有機EL関連生産設備の蒸着装置の製造ならびに販売
もおこなっております。

家電関連およびその他
生産設備事業

掃除機、冷蔵庫などの家電製品の生産設備、ストッカー・搬送
装置などの物流関連機器およびタイヤ関連生産設備などの製造な
らびに販売をおこなっております。
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⑹　主要な営業所および工場 （2020年３月31日現在）

当社
本社：熊本県熊本市
工場：熊本県熊本市、熊本県菊池市、

栃木県宇都宮市、滋賀県野洲市
営業所：東京都港区

タイヘイテクノス株式会社 本社・工場：熊本県熊本市

株式会社トリニティ 本社：東京都千代田区、支店：熊本県熊本市

ヒラタフィールドエンジニアリング株式会社 本社：熊本県熊本市

平田机工自動化設備(上海)有限公司 本社・工場：中国

平田机械設備 售（上海）有限公司 本社：中国

台湾平田機工股份有限公司 本社・工場：台湾

HIRATA FA Engineering(S)Pte.Ltd. 本社：シンガポール

HIRATA FA Engineering(M) Sdn. Bhd. 本社・工場：マレーシア

HIRATA Engineering(THAILAND)Co.,Ltd. 本社・工場：タイ

HIRATA Corporation of America 本社・工場：米国

HIRATA Engineering S.A.de C.V. 本社・工場：メキシコ

HIRATA Engineering Europe GmbH 本社・工場：ドイツ、支店：英国
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⑺　使用人の状況 （2020年３月31日現在）
①企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

1,849（366）名 1名増（36名減）
（注） 使用人数は就業員数であり、パート社員および嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。
②当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,058(314）名 9名増(16名減) 41.8歳 18.9年
（注） 使用人数は就業員数であり、パート社員および嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 肥 後 銀 行 7,022,000千円

株 式 会 社 鹿 児 島 銀 行 2,131,500

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,300,000

株 式 会 社 福 岡 銀 行 1,200,000

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 675,000

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 600,000

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 525,300

株 式 会 社 熊 本 銀 行 500,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 400,000

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 183,308

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（2020年３月31日現在）

①発行可能株式総数 37,000,000株
②発行済株式総数 10,756,090株
③株主数 8,756名
④大株主の状況

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

Ｓ Ｍ Ｃ 株 式 会 社 500,000 4.82

株 式 会 社 肥 後 銀 行 456,000 4.39
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 451,000 4.35
みずほ信託銀行株式会社有価証券
管 理 信 託 0 7 0 0 0 5 3 400,000 3.85
日本トラスティ・サービス信託銀行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ) 398,700 3.84

平 田 機 工 社 員 持 株 会 301,010 2.90

平 田 雄 一 郎 291,600 2.81

ニッコンホールディングス株式会社 272,400 2.62
STATE STREET BANK AND 
T R U S T  C O M P A N Y 220,900 2.13
山 洋 電 気 株 式 会 社 192,900 1.86

（注）１．上記のほか、自己株式が377,211株あります。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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⑵　新株予約権等の状況
①当社が発行した新株予約権の内容の概要

名称 新株予約権
の割当日

新株予約
権の数

目的となる
株式の種類

と数

行使価額（株
式１株当た

り）

払込金額（新
株予約権１個

当たり）
権利行使期間

第１回
新株予約権

2017年
７月14日 99個 普通株式

9,900株 １円 1,181,400円 2017年７月15日から
2022年７月14日まで

第２回
新株予約権

2018年
７月13日 99個 普通株式

9,900株 １円 691,300円 2021年７月14日から
2023年７月13日まで

第３回
新株予約権

2019年
７月16日 28個 普通株式

2,800株 １円 579,000円 2021年７月14日から
2023年７月13日まで

②当事業年度の末日において当社役員（取締役）が保有している職務執行の対価
として交付された新株予約権の状況

名称 新株予約権の数 目的となる株式の
種類と数 保有者数

第１回新株予約権 ７個 普通株式
700株 １名

第２回新株予約権 27個 普通株式
2,700株 ３名

第３回新株予約権 ０個 普通株式
０株 ０名

（注）本新株予約権は、社外取締役および監査役に対しては割り当てておりません。

③当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人に対し交付した新株予約権の
状況

名称 新株予約権の数 目的となる株式の
種類と数 保有者数

第３回新株予約権 28個 普通株式
2,800株 ６名

④上記新株予約権の主な行使条件
イ．新株予約権者は、権利行使時においても、当社または子会社の取締役また

は執行役員の地位にある場合に限り、新株予約権を行使できる。ただし、
退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた
場合はこの限りでない。

ロ．新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるも
のとする。
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⑶　会社役員の状況
①取締役および監査役の状況（2020年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長執行役員 平 　 田 　 雄 一 郎

取 締 役 専 務 執 行 役 員 安 　 髙 　 純 一 郎 管理本部長

取 締 役 専 務 執 行 役 員 本 郷 仁 基 グローバル事業本部長

取 締 役 専 務 執 行 役 員 黒 田 健 治 事業本部長

取 締 役 雀 部 博 之 株式会社KOALA Tech 社外監査役(非常勤)

取 締 役 鳴 沢 　 隆 株式会社リコー 社外監査役(非常勤)
株式会社ロッテ 社外取締役(非常勤)

常 勤 監 査 役 元 田 直 邦

監 査 役 鳥 巣 宣 明 鳥巣公認会計士事務所 経営者
株式会社トランスジェニック 社外監査役(常勤)

監 査 役 今 村 　 憲 奧野総合法律事務所・外国法共同事業
パートナー

監 査 役 遠 藤 恭 彦

（注)１．取締役雀部博之氏、鳴沢隆氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役元田直邦氏、監査役鳥巣宣明氏、今村憲氏および遠藤恭彦氏は、社外監査役

であります。
３．取締役雀部博之氏、鳴沢隆氏ならびに監査役鳥巣宣明氏、今村憲氏および遠藤恭彦氏にお

きましては、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。

４．常勤監査役元田直邦氏、監査役鳥巣宣明氏、今村憲氏および遠藤恭彦氏は、以下のとお
り、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役元田直邦氏は、当社の取引銀行である株式会社肥後銀行に1981年４月から

2014年６月まで在籍し、通算33年間にわたり、営業統括部長、取締役執行役員等、同
行の営業業務、経営業務に従事しており、また、2014年６月から2015年６月までは株
式会社肥後銀行の関係会社である宝興業株式会社にて代表取締役社長を務めておりま
した。

・監査役鳥巣宣明氏は、公認会計士であり、有限責任監査法人トーマツにて国内外の会
計監査等に通算32年以上従事し、企業会計・監査に関する専門的な知見および豊富な
経験を有しております。

・監査役今村憲氏は、企業法務等を取扱う弁護士であります。
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・監査役遠藤恭彦氏は、新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）に1980年４月か
ら2012年４月まで在籍し、通算32年にわたり、法人企画部長、常務執行役員等に従事
しており、また、2012年５月から2018年６月まではみずほ証券株式会社の関係会社で
ある株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング（現株式会社日本投資環境研究
所）にて取締役専務執行役員等を務めておりました。

５．当事業年度中に退任した取締役および監査役は以下のとおりです。
氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退任時の地位・担当および

重 要 な 兼 務 の 状 況

橘 　 勝 義 2 0 1 9 年 ６ 月 2 5 日 任 期 満 了 代 表 取 締 役
副 社 長 執 行 役 員

藤 原 五 男 2 0 1 9 年 ６ 月 2 5 日 経 営 体 制 の 変 更 取 締 役
常 務 執 行 役 員

平 賀 靖 英 2 0 1 9 年 ６ 月 2 5 日 経 営 体 制 の 変 更 取 締 役
常 務 執 行 役 員

市 原 雄 一 2 0 1 9 年 ６ 月 2 5 日 経 営 体 制 の 変 更 取 締 役
常 務 執 行 役 員

平 　 田 　 正 治 郎 2 0 1 9 年 ６ 月 2 5 日 経 営 体 制 の 変 更 取 締 役
常 務 執 行 役 員

藤 本 靖 博 2 0 1 9 年 ６ 月 2 5 日 経 営 体 制 の 変 更 取 締 役
常 務 執 行 役 員

　（注)藤原五男氏、平賀靖英氏、市原雄一氏、平田正治郎氏、藤本靖博氏につきましては、委任型
　　　 執行役員制度導入に伴う経営体制の変更により執行役員専任となるため退任したものです。

　　②責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外役員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、同法第425条第１項に規定する最低責任限度額としております。
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③取締役および監査役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支　給　額

取 　 　 　 締 　 　 　 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

12名
(2名)

279,379千円
(20,400千円)

監 　 　 　 査 　 　 　 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

4名
(4名)

39,600千円
(39,600千円)

合 　 　 　 　 　 　 計 16名 318,979千円

（注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の支給人数および支給額は、2019年6月25日開催の第68回定時株主総会終結の時

をもって退任した6名の報酬も含んでおります。
3.上記のほか、取締役１名に対し69,400千円の役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に

対応する役員退職慰労金を支給しております。

ロ．社外役員が親会社および子会社等から受けた役員報酬等の総額
  該当事項はありません。

④社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との
　　関係

区 分 氏 名 重要な兼職の状況 重要な兼職先と当社との
関係

社 外
取 締 役

雀 部 博 之 株式会社KOALA Tech 社外
監査役(非常勤)

重要な取引その他の関係
はありません

鳴 沢 　 隆
株式会社リコー 社外監査役
(非常勤)
株式会社ロッテ 社外取締役
(非常勤)

重要な取引その他の関係
はありません。

社 外
監 査 役

鳥 巣 宣 明
鳥巣公認会計士事務所 経営者
株式会社トランスジェニック
社外監査役(常勤)

重要な取引その他の関係
はありません。

今 村 　 憲 奧野総合法律事務所・外国法
共同事業 パートナー

重要な取引その他の関係
はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況
　・取締役会および監査役会への出席状況

取締役会（13回開催） 監査役会（16回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 雀 部 博 之 13回 100.0％ ― ―

取 締 役 鳴 沢 　 隆 13 100.0 ― ―

常勤監査役 元 田 直 邦 13 100.0 16回 100.0％

監 査 役 鳥 巣 宣 明 13 100.0 16 100.0

監 査 役 今 村 　 憲 13 100.0 16 100.0

監 査 役 遠 藤 恭 彦 13 100.0 16 100.0

　　　　・取締役会および監査役会における発言状況
　各社外役員は、各自の経験、知識、専門性等に基づき、議案審議に必
要な発言を適宜おこなっております。
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⑷　会計監査人の状況
①名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人
②報酬等の額

支　払　額

当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 49,500千円

当社および当社の子会社が会計監査人に支払
う べ き 金 銭 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 49,500千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま
せんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載し
ております。

２．当社の重要な子会社のうち、HIRATA FA Engineering(S)Pte.Ltd. ほか６社は、
当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人(外国におけるこれらの資格に
相当する資格を有する者を含む。)の監査(会社法または金融商品取引法(これらの
法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)を受けております。

③会計監査人の報酬額の同意について
　監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連
携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画に
おける監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性
などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第１
項の同意をおこなっております。

④会計監査人の解任または不再任の決定方針
　監査役会は、会社法第340条第１項各号に定める事由に会計監査人が該当す
ると認められる場合の解任のほか、原則として、会計監査人の法令違反、会
計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務
を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任また
は不再任に関する議案を株主総会に提案することをその方針といたします。
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⑸　業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ
の他当社の業務ならびに当社グループの業務の適正を確保するための体制につい
ての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①当社グループにおける取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適

合することを確保するための体制
イ．当社グループにおいて、国内外の関係法令、社会規範等に沿った公正性・

透明性のある企業活動をおこなうため、コンプライアンス憲章に定める
「行動規範」の遵守を徹底する。

ロ．取締役および執行役員は、経営者にふさわしい倫理観の下、「行動規範」
の率先垂範および当社グループ全体への浸透に努め、コンプライアンス推
進に必須となる健全な企業風土を形成維持する。

ハ．コンプライアンス委員会は、コンプライアンス施策の検討、同施策の実施
状況のモニタリング、コンプライアンス違反に対する分析・是正・再発防
止策を策定する。

ニ．内部監査部は、各執行組織やグループ各社に対する監査を実施し、内部統
制状況の評価、改善施策の提言をおこなう。

ホ．財務報告の適正性を確保するため、当社グループにおいて財務報告に関す
る内部統制や業務プロセスを整備し、適正な運用と評価をおこなう。

へ．ヘルプライン等の内部通報制度の整備・活用により、当社グループに
おける重大な法令違反や不正行為の早期発見と早期対応を図る。

ト．反社会的勢力・団体に対し毅然とした行動をとり一切の関係を遮断するた
め、有効な施策を適宜実施する。

②当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保
するための体制
イ．当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、迅

速な業務執行とこれに対する実効性のある監督をおこなうことをコーポ
レートガバナンスの基本方針とする。

ロ．執行役員は、執行責任の明確化を図るため、全て委任型とし経営会議の構
成員として、その決議に参画するとともに、各執行組織における迅速かつ
的確な業務執行を推進する。
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ハ．取締役会は、当社グループの経営方針や中期・年次の経営計画を始めとす
る重要な意思決定をおこなうとともに、経営計画の進捗状況や経営陣の業
務執行状況を適切に監督する。

ニ．取締役会は、任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役と執行役員の
指名・報酬に関する客観性と透明性を確保する。

③取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
イ．取締役会議事録、決裁記録等、取締役の職務の執行に関する情報につい

て、法令および関連規程等に従い、必要な関係者による閲覧が可能となる
よう、適切に保存・管理する。

ロ．機密情報等の情報資産を適切に保護・管理するため、当社グループ横断で
情報セキュリティ体制を構築する。

④当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．企業活動に重大な影響を与える多様なリスクに対処するため、リスク

管理委員会を設置し、グループ横断的なリスク管理体制を構築、運用
する。

ロ．リスク管理委員会は、リスク対応方針や関連規程の整備の他、リスク
に関する情報の収集・分析、損失の回避・低減・移転等の対応策の策
定等、統合的なリスク管理を統括する。

ハ．リスク管理委員会による定期のモニタリング、各執行組織および当社
グループ各社に対する内部監査部によるリスク管理状況の監査等を通
じ、適切なリスク管理体制の構築、運用の改善を図る。

⑤当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する
体制

関係会社管理規程等に基づき、当社グループ各社の役員が財務状況や重要
な事項について当社への適切な報告をおこなう他、定期的な会議開催等に
より当社グループ内の情報共有とコミュニケーションを促進する。

－ 26 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

⑥監査役の職務を補助すべき従業員、その独立性および当該従業員に対する指示
の実効性の確保に関する事項

監査役の求めに応じ、監査役の職務の補助をおこなうための従業員（以下
「監査役補助者」といいます。）を任命し、当該監査役補助者は、他の執
行組織の従業員を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従う。

⑦監査役への報告に関する体制および監査役に報告をした者が不利益な取扱いを
受けないことを確保するための体制
イ．当社グループ各社の役員や従業員は、法令または定款への重大な違反や当

社グループに重大な影響を与えるおそれのある事実を知った場合には、直
接またはグループ各社の監査役を通じて、直ちに当社の監査役への報告を
おこなう。

ロ．当社は、当社またはグループ各社の監査役に報告をおこなった当社グルー
プ各社の役員や従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取
扱いをすることを禁止し、その旨を当社グループ内に周知する。

⑧監査役の職務の執行について生じる費用の支払に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に前払い等の請求をした
ときは、担当部署で審査の上、速やかに当該費用を負担する。

⑹　業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとお
りであります。

①コンプライアンス推進状況
　当社グループの従業員に対し、インサイダー取引、下請法、機密管理、労務
管理、安全保障輸出管理、ハラスメント等に関する研修を適宜実施するととも
に、長時間労働防止の観点から、時間外労働削減のための諸施策や勤務間イン
ターバル制度の実施、法改正に伴う年休取得の徹底化等を実施いたしました。
また、グループ内部統制強化の一環として、子会社のタイヘイテクノス株式会
社に常勤監査役を設置しました。
　コンプライアンス委員会は、年２回定例で開催し、法改正や不祥事等の社会
動向、当社におけるコンプライアンス諸施策の実施状況、推進計画、法令遵守
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状況等について審議をおこないました。また、従業員への啓発活動として「コ
ンプライアンス通信」を発行したほか、社内イントラネットを用いた情報発信
も行いました。

②リスク管理体制
　管理本部長をリスク管理責任者とし、コンプライアンス、情報セキュリティ、
事故、災害等当社グループの事業活動に重大な影響を与えるリスクの最小化に
向けた取組みを実施いたしました。さらに、統合的なリスク管理体制の整備に
向けた検討を進め、リスク管理委員会の設置等を内容とする「業務の適正を確
保するための体制（内部統制システム）整備の基本方針」の改定を2020年4月
に実施しました。
　また、新型コロナウイルス（COVID－19）の感染拡大に対しては、代表取
締役社長を責任者とするBCP対策本部を設置し、情報の収集および状況の把握
を行うとともに、国内外への出張の制限、帰国者の一時待機、テレワークの実
施等による感染予防対策を実施しました。

③取締役の職務の執行
　業務執行取締役に対する適切な管掌範囲の設定および執行役員の任命により、
取締役の職務の執行の効率性を確保いたしました。取締役会は、13回開催し、
業務執行に関する重要事項を決定するとともに、経営会議や関係会社との定例
会議等を通じて情報の共有をおこない、各執行組織における迅速かつ的確な業
務執行を推進いたしました。また、取締役会の現状を把握するために、コーポ
レートガバナンス・コードに基づいた取締役会の実効性評価のためのアンケー
ト調査を実施し、課題の分析をおこないました。

④監査役の職務の執行
　監査役会を16回開催し、監査に関する重要事項についての協議および決定を
おこないました。内部統制システムの整備・運用状況の確認等、監査の実効性
を高めるため、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、意見の表明をお
こなう他、代表取締役や内部監査部、会計監査人との定期的な意見交換をおこ
ないました。また、グループガバナンス体制の強化に向け、「グループ会社監
査役連絡会」や「国内関係会社社長との意見交換会」を開催し、情報共有や意
見交換をおこないました。
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⑺　会社の支配に関する基本方針
　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者については、当社の
事業の特性や企業価値の源泉を十分に理解したうえで、中長期的な視点で当社の
企業価値および株主の共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考
えております。
　当社は、市場における当社株式の取引は自由におこなわれるべきものと考えて
おり、当社株式に対する大規模な買付がおこなわれる場合においても、当社の企
業価値および株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではあ
りません。支配権の移動を伴う買付提案の判断についても、最終的には株主の皆
様の意思に基づいて決定されるべきものと考えております。
　しかしながら、大規模な買付行為の中には、対象企業の企業価値および株主共
同の利益に資さないものも少なくなく、このような大規模な買付をおこなう者は、
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えてお
ります。当社は、このような大規模な買付をおこなう者に対しては、当該買付行
為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な時間と情報の確
保を求める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲において
適切な措置を講じてまいります。
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⑻　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第459条第1項各
号に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当などを決定することができる
旨を、定款に定めております。
　当社は、株主に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、財務体質
の強化を図りつつ、連結業績や今後の事業展開等を勘案しながら、連結配当性向
20％以上を概ねの目安とし、安定的・継続的におこなう様に努めています。
　当期の配当につきましては、上記基本方針並びに当社を取り巻く経営環境を総
合的に勘案し、2020年５月14日開催の取締役会において、1株当たり配当金を40
円とし、2020年６月８日を支払開始日とすることを決議いたしました。
　当社は、定款に「期末配当の基準日は、毎年３月31日とする」旨、「中間配当
の基準日は、毎年９月30日とする」旨、また「前２項のほか、基準日を定めて剰
余金を配当することができる」旨を定めておりますが、受注生産形態のために中
間期の業績と事業年度の業績の関係性が低いため、原則として年１回期末配当を
おこなうことを基本方針としております。
　内部留保資金につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、グローバ
ルな事業展開を本格化させ、市場ニーズに応える技術・製造開発体制およびコス
ト競争力を強化するために有効投資してまいります。

－ 30 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

連 結 貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
資　産　の　部 負　債　の　部

科 　 目 金　額 科 　 目 金　額
流 　 動 　 資 　 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
た な 卸 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 　 定 　 資 　 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
破 産 更 生 債 権 等
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

57,792,588
10,972,633
31,533,216
6,541,145
7,591,999
1,157,415

△3,822
27,617,062
21,737,260
6,800,758
1,366,255

611,365
9,790,146
3,168,734

533,600
25,781

493,544
14,274

5,346,201
1,944,673

37,313
1,999,863
1,005,978

590,289
△231,917

流 　 動 　 負 　 債 28,831,247
支払手形及び買掛金 5,993,990
電 子 記 録 債 務 7,753,805
短 期 借 入 金 5,100,000
１年内返済予定の長期借入金 2,199,308
未 払 金 724,504
未 払 費 用 2,647,345
未 払 法 人 税 等 500,637
前 受 金 1,597,784
賞 与 引 当 金 51,225
役 員 賞 与 引 当 金 111,600
製 品 保 証 引 当 金 216,418
工 事 損 失 引 当 金 1,096,617
そ の 他 838,009

固 　 定 　 負 　 債 9,585,315
長 期 借 入 金 7,237,800
繰 延 税 金 負 債 22,989
再評価に係る繰延税金負債 2,077,511
そ の 他 247,015

負 債 合 計 38,416,562
純　資　産　の　部

株 　 主 　 資 　 本 42,231,542
資 本 金 2,633,962
資 本 剰 余 金 14,313,891
利 益 剰 余 金 27,762,122
自 己 株 式 △2,478,433

その他の包括利益累計額 4,235,827
その他有価証券評価差額金 399,373
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 21,489
土 地 再 評 価 差 額 金 4,543,663
為 替 換 算 調 整 勘 定 245,493
退職給付に係る調整累計額 △974,193

新 株 予 約 権 92,921
非 支 配 株 主 持 分 432,796

純 資 産 合 計 46,993,088
資 産 合 計 85,409,651 負債及び純資産合計 85,409,651

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科 　 　 　 目 金　　額

売 上 高 65,612,306
売 上 原 価 53,946,553

売 上 総 利 益 11,665,752
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,928,998

営 業 利 益 2,736,754
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 60,001
受 取 和 解 金 8,975
助 成 金 収 入 130,680
原 材 料 等 売 却 益 15,846
そ の 他 63,462 278,965

営 業 外 費 用
支 払 利 息 55,551
為 替 差 損 69,796
そ の 他 28,987 154,336

経 常 利 益 2,861,384
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 34,786 34,786
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 11,085
固 定 資 産 売 却 損 3,300 14,386

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,881,784
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,065,724
法 人 税 等 調 整 額 39,928 1,105,652
当 期 純 利 益 1,776,131
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 31,360
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,744,770

 (注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2019年 4 月 1 日から

2020年 3 月31日まで）
（単位：千円）

株　　　主　　　資　　　本 その他の包括利益累計額

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

当連結会計年度 期首残高 2,633,962 14,300,255 27,313,351 △2,495,228 41,752,340 527,214 13,017
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △1,297,137 － △1,297,137 － －
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 － － 1,744,770 － 1,744,770 － －

自 己 株 式 の 取 得 － － － △287 △287 －
自 己 株 式 の 処 分 － － － 17,083 17,083 － －
自 己 株 式 処 分 差 益 － 13,635 － － 13,635 － －
土地再評価差額金の取崩 － － 1,137 － 1,137 － －
株主資本以外の項目の連結会計年
度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) － － － － － △127,841 8,472

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － 13,635 448,770 16,795 479,201 △127,841 8,472
当連結会計年度 期末残高 2,633,962 14,313,891 27,762,122 △2,478,433 42,231,542 399,373 21,489

その他の包括利益累計額
新株予約権 非 支 配

株 主 持 分 純資産合計土 地 再 評 価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に 係
る 調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度  期 首 残 高 4,544,801 329,173 △1,059,082 4,355,123 97,675 405,308 46,610,448
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △1,297,137
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 － － － － － － 1,744,770

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － △287
自 己 株 式 の 処 分 － － － － － － 17,083
自 己 株 式 処 分 差 益 － － － － － － 13,635
土地再評価差額金の取崩 － － － － － － 1,137
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 (純 額 ) △1,137 △83,679 84,889 △119,296 △4,754 27,488 △96,562

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △1,137 △83,679 84,889 △119,296 △4,754 27,488 382,639
当 連 結 会 計 年 度  期 末 残 高 4,543,663 245,493 △974,193 4,235,827 92,921 432,796 46,993,088

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
資　産　の　部 負　債　の　部

科 　 目 金　額 科 　 目 金　額
流 　 動 　 資 　 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
そ の 他

固 　 定 　 資 　 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
破 産 更 生 債 権 等
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

46,119,063
4,083,093

240,967
6,095,929

30,174,533
3,680,310

671,572
418,080
754,575

28,007,434
18,951,200
4,928,581

455,312
664,995
34,596

391,675
9,245,662
3,230,376

382,307
25,781

345,632
10,893

8,673,926
1,889,624
2,289,697
1,374,619

32,840
2,592,887

416,058
296,250

△218,052

流 　 動 　 負 　 債 23,253,495
電 子 記 録 債 務 6,403,311
買 掛 金 4,369,452
短 期 借 入 金 5,100,000
１年内返済予定の長期借入金 2,199,308
未 払 金 603,940
未 払 費 用 1,923,266
未 払 法 人 税 等 223,974
未 払 消 費 税 等 664,110
前 受 金 414,421
預 り 金 90,283
役 員 賞 与 引 当 金 95,428
製 品 保 証 引 当 金 82,000
工 事 損 失 引 当 金 1,020,333
そ の 他 63,664

固 　 定 　 負 　 債 9,483,164
長 期 借 入 金 7,237,800
再評価に係る繰延税金負債 2,077,511
そ の 他 167,853

負 債 合 計 32,736,659
純　資　産　の　部

株 　 主 　 資 　 本 36,343,666
資 本 金 2,633,962
資 本 剰 余 金 14,228,034

資 本 準 備 金 2,219,962
そ の 他 資 本 剰 余 金 12,008,072

利 益 剰 余 金 21,960,102
利 益 準 備 金 246,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 21,714,102

別 途 積 立 金 5,500,000
繰 越 利 益 剰 余 金 16,214,102

自 己 株 式 △2,478,433
評 価 ・ 換 算 差 額 等 4,953,249

その他有価証券評価差額金 388,096
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 21,489
土 地 再 評 価 差 額 金 4,543,663

新 株 予 約 権 92,921
純 資 産 合 計 41,389,837

資 産 合 計 74,126,497 負債及び純資産合計 74,126,497
 (注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科　　　　目 金　　　　額

売 　 　 上 　 　 高 48,123,177
売 　 上 　 原 　 価 40,542,067

売 上 総 利 益 7,581,109
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,361,177

営 業 利 益 2,219,932
営  業  外  収  益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 394,724
受 取 和 解 金 8,975
助 成 金 収 入 130,680
そ の 他 77,243 611,624

営  業  外  費  用
支 払 利 息 54,258
為 替 差 損 132,177
そ の 他 17,834 204,269

経 常 利 益 2,627,287
特 　 別 　 利 　 益

固 定 資 産 売 却 益 2,108 2,108
特 　 別 　 損 　 失

固 定 資 産 除 却 損 10,751
固 定 資 産 売 却 損 9,091 19,843

税 引 前 当 期 純 利 益 2,609,551
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 640,021
法 人 税 等 調 整 額 △1,468 638,553
当 期 純 利 益 1,970,998

 (注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで）

（単位：千円）
株　　　主　　　資　　　本

資 本 金
資　本　剰　余　金 利　益　剰　余　金

資本準備金 そ の 他
資 本 剰 余 金

資本剰余金
合 計 利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,633,962 2,219,962 11,994,436 14,214,398 246,000 5,500,000 15,539,103 21,285,103

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △1,297,137 △1,297,137

当 期 純 利 益 － － － － － － 1,970,998 1,970,998
自 己 株 式
の 取 得 － － － － － － － －

自 己 株 式
の 処 分 － － － － － － － －

自 己 株 式
処 分 差 益 － － 13,635 13,635 － － － －

土 地 再 評 価 差
額 金 の 取 崩 － － － － － － 1,137 1,137

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) － － － － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 13,635 13,635 － － 674,998 674,998

当 期 末 残 高 2,633,962 2,219,962 12,008,072 14,228,034 246,000 5,500,000 16,214,102 21,960,102

株　主　資　本 評価・換算差額等
新 株
予 約 権

純 資 産
合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △2,495,228 35,638,236 515,754 13,017 4,544,801 5,073,572 97,675 40,809,485

当 期 変 動 額
剰余金の配当 － △1,297,137 － － － － － △1,297,137

当 期 純 利 益 － 1,970,998 － － － － － 1,970,998
自 己 株 式
の 取 得 △287 △287 － － － － － △287

自 己 株 式
の 処 分 17,083 17,083 － － － － － 17,083

自 己 株 式
処 分 差 益 － 13,635 － － － － － 13,635

土地再評価差
額 金 の 取 崩 － 1,137 － － － － － 1,137

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 ) － － △127,657 8,472 △1,137 △120,323 △4,754 △125,077

当 期 変 動 額 合 計 16,795 705,429 △127,657 8,472 △1,137 △120,323 △4,754 580,352

当 期 末 残 高 △2,478,433 36,343,666 388,096 21,489 4,543,663 4,953,249 92,921 41,389,837

 (注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年５月８日
平田機工株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 島 　 祥 朗 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 瀧 　 克 仁 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、平田機工株式会社の2019

年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、平田機工株式会社及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算
書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類

に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適
用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるか
どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含め
た連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報
に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に
関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事
項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月８日

平田機工株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 島 　 祥 朗 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 瀧 　 克 仁 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、平田機工株式会社

の2019年４月１日から2020年３月31日までの第69期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査に
おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することに
ある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ
るような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計
算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事
項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第69期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の
上、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を
実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の
業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議
に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制
については、取締役等及び有限責任あずさ監査法人から当該内部統制の評価
及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの「会社の支配
に関する基本方針」については、取締役会その他における審議の状況等を踏
まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂
行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を
求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書
類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附
属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく
示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重
大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま
た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執
行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部
統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備はな
い旨の報告を取締役等及び有限責任あずさ監査法人から受けております。

④事業報告に記載されている「会社の支配に関する基本方針」については、指摘
すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

2020年５月８日
平田機工株式会社　監査役会

常勤監査役(社外監査役) 元田 直邦 ㊞
社外監査役 鳥巣 宣明 ㊞
社外監査役 今村 　憲 ㊞
社外監査役 遠藤 恭彦 ㊞

以　上
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